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新たな防災気象情報等に関する資料 
⑴ 防災気象情報の改善 

・令和８年５月下旬（予定）より変更 

・防災気象情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表 

・対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を新設 

「防災気象情報の改善について」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 
⑵ 河川氾濫・大雨に関する情報 

・従来の気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は行われない。 

・河川氾濫等に関する情報のうち、洪水予報河川については、河川ごとに発表する。 

・水位周知河川の氾濫危険情報等のレベル毎の水位の情報は、警戒レベルとの関係を含めてこれまで通りの運用と

し、洪水予報河川への移行を促進。 

・浸水害を対象とした大雨特別警報・警報・注意報は、大雨に関する情報として警戒レベル毎に整理し、警戒レベル相

当情報として位置づけられる。洪水予報河川以外の河川についても、大雨に関する情報の中で扱う。 

【表２】河川氾濫・大雨に関する情報体系と名称 

河川氾濫等に関する情報  
大雨に 

関する情報 分類 洪水予報河川 水位周知河川 
左記以外の河川も含む 

洪水警報等 
 

河川数 約 400 河川 河川事務所・都道府県

による水位情報は、こ

れまでどおり発表す

ることとし、警戒レベ

ルとの関係は変更し

ない。 

 

当面は、大雨に関する

情報でも扱う。 

（洪水予報河川への移行を

促進）  

大雨に関する情報で扱う。 

－ 

発表主体 
河川事務所または 

都道府県と気象台 
気象台 

発表単位 河川ごと 市町村ごと 

対象とする 

主な現象 
外水氾濫 

内水氾濫及び 

洪水予報河川以外の外水氾濫 

発表指標 水位（実測・予測） 
表面雨量指数・流域雨量指数

（解析・予測） 

情
報
名
称 

５ レベル５氾濫特別警報 レベル５大雨特別警報 

４ レベル４氾濫危険警報 レベル４大雨危険警報 

３ レベル３氾濫警報 レベル３大雨警報 

２ レベル２氾濫注意報 レベル２大雨注意報 

１ 早期注意情報 早期注意情報 

 「防災気象情報の改善について」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 
 

【表１】新しい防災気象情報の体系とその名称 

 

河川氾濫 

１級河川など

の 

大河川の氾濫 

大雨 

低地の浸水や 

大河川以外の

氾濫 

土砂災害 

急傾斜地の 

がけ崩れや 

土石流 

高潮 

海水面の上昇や 

波の打上げによ

る浸水 

（警戒レベルごとの） 

住民がとるべき行動 

警戒レベル 

５相当 

レベル５ 

氾濫特別警報 

レベル５ 

大雨特別警報 

レベル５ 

土砂災害特別警報 

レベル５ 

高潮特別警報 
命の危険 直ちに安全確保！ 

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞ 

警戒レベル 

４相当 

レベル４ 

氾濫危険警報 

レベル４ 

大雨危険警報 

レベル４ 

土砂災害危険警報 

レベル４ 

高潮危険警報 
危険な場所から全員避難 

警戒レベル 

３相当 

レベル３ 

氾濫警報 

レベル３ 

大雨警報 

レベル３ 

土砂災害警報 

レベル３ 

高潮警報 

避難に時間を要する人は早め

に避難、避難の準備など 

警戒レベル 

２ 

レベル２ 

氾濫注意報 

レベル２ 

大雨注意報 

レベル２ 

土砂災害注意報 

レベル２ 

高潮注意報 

避難行動を確認（避難場所や

避難ルート、避難のタイミン

グなど） 

警戒レベル 

１ 
早期注意情報 災害への心構えを高める 

資料 1



資料 p.2 
 

・新たな大雨に関する情報の対象となる現象 

 以下の氾濫に関するについては、大雨に関する情報の中において、市町村単位で情報を発表 
 氾濫型の内水氾濫 湛水型の内水氾濫 その他の河川の外水氾濫 

内容 
短時間強雨等により雨水の排水能

力が追いつかず、発生する浸水 

河川周辺の雨水が河川の水位が高

くなったため排水できずに発生 

河川の水位が上昇し、堤防を越え

たり破堤するなどして堤防から水が

あふれ出す 

地域 
河川周辺地域とは異なる場所でも

発生 
堤防の高い河川の周辺に限定  

「河川氾濫・大雨に関する情報の改善」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁）より作成） 

 

⑶ 土砂災害に関する情報 

・警戒レベル４相当は、現在の土砂災害警戒情報からレベル４土砂災害危険警報に変更。 

・レベル３土砂災害警報は、3 時間先※にレベル４土砂災害危険警報の基準に達すると予想した場合に発表。 
 ※4～6 時間先にレベル４基準に到達すると予想が可能な場合にも発表 

発表者 気象台 

発表指標 
60 分雨量（解析・予測） 

土壌雨量指数（解析・予測） 

情 

報 

名 

称 

5 レベル５土砂災害特別警報 

4 レベル４土砂災害危険警報 

３ レベル 3 土砂災害警報 

２ レベル２土砂災害注意報 

1 早期注意情報 

 

⑷ 高潮に関する情報 

・国土交通大臣が指定する海岸（高潮予報海岸）では、国土交通省・気象台・都道府県が共同で、｢波の打上げ高｣を

加味した、より精度の高い高潮の予報・警報を実施。 

・レベル５高潮特別警報は、氾濫が発生または切迫している場合に発表します。（台風等を要因とした高潮特別警報か

ら移行） 

・レベル４高潮危険警報、レベル３高潮警報、レベル２高潮注意報は、浸水被害のおそれがある状況からリードタイム

をとって発表。 

⑸ 警戒レベル相当以外の特別警報・警報・注意報 

・以下の警報については、従来からの変更はなし。レベル５（緊急安全確保）やレベル３（高齢者避難）には相当しない。 

特別警報  暴風、波浪、大雪、暴風雪 

警報  暴風、波浪、大雪、暴風雪 

注意報  強風、波浪、大雪、風雪、 濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、霜、低温、融雪 
※気象庁ホームページ等では、特別警報は黒、警報は赤を用いるが、警戒レベルには相当しない 

⑹ 段階的に発表される防災気象情報 

・警戒レベル相当情報とあわせて、段階的に発表される様々な防災気象情報を防災対応の判断に活用すること。 

心構えを高め、

事前の体制確保

の検討に活用 

避難の判断や後押しに活用 

「防災気象情報の改善について」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気

「土砂災害に関する情報の改善」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 

2



資料 p.3 
 

① 早期注意情報 

・早期注意情報（警報級の可能性）：５日先までの警報級の現象の可能性を発表。 

令和８年出水期からは、これまで大雨に含めていた土砂災害の警報級の可能性を切り分けて発表。 

さらに、明後日までを対象とした情報の時間幅を次のとおり変更。 

明日までは、12 時間または 18 時間の時間幅で発表していたものを 6 時間の幅で発表。 

明後日については、１日の時間幅であったものを午前・午後に分けて発表。 

・警報級の現象※が 5 日先までに予想されているときには、その可能性を「早期注意情報（警報級の可能性）」として

［高］､［中］の 2 段階で発表。 

※警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が高いことを表す［高］だけでなく、

可能性が高くはないが一定程度認められることを表す［中］も発表。 

・大雨、高潮で[ 高] 又は[ 中] が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があるとされる警戒レベル１

の状況に該当。 

② 時系列情報（明日までの警報等の見通し） 

・令和８年度より、新たに「時系列情報（明日までの警報等の見通し）」を提供。 

・警報・注意報に先立って気象の見通しを二次細分区単位( ＋山地等の分割地域)で提供する予測情報です。 

・警報・注意報の発表に関わらず、時系列情報の対象とする全要素※について、翌日までの３時間毎または日毎の

気象状況の見通しを、毎日４回（0 5 時､11 時､17 時､2 3 時）提供 
※対象要素：  大雨、土砂災害、風、波、高潮、雷、乾燥、大雪、融雪、濃霧、着氷、着雪、なだれ、低温、霜 （下線部の要素は日毎の見通しを提示） 

・気象庁ホームページでは常時表示、定期的に更新（上記の４回）    

・定期的な更新以外にも、当初の想定から今後の見通しが大きく変わった場合などには、必要に応じて臨時に修正

情報を発表（気象庁ホームページの時系列情報も更新） 

「時系列情報（明日までの見通し）について」（令和 7 年 12 月 気象庁） 

「早期注意情報の変更について」（令和 7 年 12 月 気象庁） 
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③ キキクル 

・大雨や土砂災害に関する情報が発表された際、危険度が高まっている地域を確認する際に活用。 

・ 「大雨キキクル」は、大河川以外の河川の氾濫と浸水の危険度を重ねて表示。大雨に関する情報に対応。 

・ 「土砂キキクル」の警戒（赤色）については、以下の特性に留意が必要です。 

現行に比べ、警戒（赤色）の判定が狭く、注意（黄色）から危険（紫色）のケースが多くなる。 

※4 ～６時間先に警戒レベル４相当の基準に達すると予想してレベル３土砂災害警報を発表した場合には、警戒（赤色）の判定が出ていないことがあります。 

④ 気象防災速報・気象解説情報 

線状降水帯など顕著な現象が発生または発生しつつある場合に発表。 

 

【参考資料】 

・新たな防災気象情報について( 令和８年～)  気象庁 
h ttps://w w w . j m a .g o. j p /j ma/k ishou/k now /bosa i/k eiho-update2 0 2 6 /in dex .h tm l 

・防災気象情報の改善について（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 
h ttps://w w w . j m a .g o. j p /j ma/k ishou/k now /bosa i/k eiho-update2 0 2 6 /pdf/outl in e_in f o2 0 2 6 .p df  

・河川氾濫・大雨に関する情報の改善（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 
h ttps://w w w . j m a .g o. j p /j ma/k ishou/k now /bosa i/k eiho-update2 0 2 6 /pdf/h eavy ra in _f lood _in f o2 02 6 .p df  

・土砂災害に関する情報の改善（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁） 
h ttps://w w w . j m a .g o. j p /j ma/k ishou/k now /bosa i/k eiho-update2 0 2 6 /pdf/lan dsl ide_in f o2 0 2 6 .p df  

・岐阜地方気象台  

h ttp s://w w w .da ta . j m a .g o . j p /g i f u /in dex .h tm l   

・国土交通省 中部地方整備局 河川部  

h ttp s://w w w .cb r .m l i t. g o . j p /k aw a tom izu/in dex . h tm  

分類 現状 令和８年度出水期以降 

気象防災速報 

極端な現象を速報的に伝える情報 

（府県単位でのみ発表） 

記録的短時間大雨情報 

気象防災速報（記録的短時間大雨） 

気象防災速報（線状降水帯発生） 

気象防災速報（線状降水帯直前予測） 
※令和８年運用開始予定 

顕著な大雪に関する気象情報 気象防災速報（短時間大雪） 

竜巻注意情報 気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃） 

気象解説情報 

現在・今後の気象状況を網羅的に解説

する情報 

（全国・地方・府県単位で発表） 

線状降水帯半日前予測を記載した

全般／地方／府県気象情報 
気象解説情報（線状降水帯半日前予測） 

全般台風情報（総合情報） 気象開設情報（台風第〇号） 

大雨に関する 

全般／地方／府県気象情報 
気象解説情報（大雨） 

（「防災気象情報の改善について」（令和 7 年 12 月 水管理・国土保全局・気象庁）より作成 

「キキクルの改善についてについて」（令和 7 年 12 月 気象庁） 

4

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/outline_info2026.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/heavyrain_flood_info2026.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/landslide_info2026.pdf
https://www.data.jma.go.jp/gifu/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/index.htm
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参考 岐阜県内の洪水予報河川・水位周知河川（中部地方整備局資料・各市町村ハザードマップ等より作成） 
〇洪水予報河川（氾濫警報の対象となる河川） 

河川名 事務所等 観測所 およその区間（p.6 参照） 氾濫による浸水が想定される地区 
浸水想定区域（想定最大浸水）に含まれる学

校 

木曽川 

中流 
木曽川上流河川事務所 

今渡・犬山 

笠松 
今渡ダム直下（Ａ）～上下流管理境界（Ｇ） 

岐阜市・羽島市・各務原市・岐南町・笠松町 

美濃加茂市・可児市・坂祝町 

岐阜高・加納高・羽島北高・岐阜総合学園高・

岐南工業高・羽島高・岐阜工業高 

加茂農林高・華陽フロンティア高 

岐阜盲・岐阜聾・羽島特支 

木曽川 

下流 
木曽川下流河川事務所 木曽成戸 上下流管理境界（Ｇ）～河口 海津市 － 

長良川 

上流 

美濃土木事務所 美濃 
美濃市曽代・立花（Ｂ）～岐阜市日野・長良（Ｃ） 岐阜市・美濃市・関市 － 

岐阜土木事務所 芥見 

長良川 

中流 
木曽川上流河川事務所 忠節・墨俣 岐阜市日野・長良（Ｃ）～上下流管理境界（Ｇ） 

岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市 

岐南町・笠松町・北方町・大垣市・海津市 

輪之内町・安八町 

岐阜高・岐阜北高・長良高・岐山高・加納高 

岐阜商業高・羽島北高・岐阜総合学園高 

岐南工業高・岐阜農林高・羽島高・大垣桜高 

海津明誠高・華陽フロンティア高 

岐阜盲・岐阜聾・長良特支 

岐阜希望が丘特支・羽島特支・海津特支 

長良川 

下流 
木曽川下流河川事務所 長良成戸 上下流管理境界（Ｇ）～揖斐川合流点（Ｉ） 羽島市・海津市 海津明誠高・海津特支 

揖斐川 

中流 
木曽川上流河川事務所 岡島・万石 川口橋（Ｅ）～上下流管理境界（Ｈ） 

瑞穂市・大垣市・海津市・養老町・神戸町・

輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田

町 

 

池田高・大垣北高・大垣南高・大垣東高 

大垣西高・大垣商業高・大垣工業高 

大垣桜高・海津明誠高 

大垣特支・西濃高等特支 

揖斐川 

下流 
木曽川下流河川事務所 今尾 上下流管理境界（Ｈ）～河口 海津市 海津明誠高・海津特支 

根尾川 木曽川上流河川事務所 山口 本巣市山口（Ｄ）～揖斐川合流点（Ｆ） 瑞穂市・大垣市・安八町・神戸町・大野町 大垣桜高 

飛騨川 下呂土木事務所 上呂 下呂市萩原町宮田（Ｌ）～下呂市小川（Ｍ） 下呂市 － 

庄内川 

(土岐川） 
庄内川河川事務所 多治見・土岐 土岐市（Ｊ）～多治見市（Ｋ） 多治見市・土岐市 － 

宮川 古川土木事務所 古川大橋 高山市国府町村山・三川（Ｎ）～飛驒市古川町谷（Ｏ） 高山市・飛騨市 － 

・各河川の詳細及び最新の情報については 国土交通省 中部地方整備局 河川部 ホームページにて確認をすること。  

・最新のハザードマップを各自治体のホームページにて確認をすること。 

・その他の河川については、各市町村が作成するハザードマップにて洪水浸水想定区域を確認すること。 

・敷地の一部が浸水想定区域に含まれる学校についても示している。 

  

5



資料 p.6 
 

 

 

  

【図 木曽川・長良川・揖斐川における上・中・下流のおよその区間】 
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（木曽川上流河川事務所資料・中部地方整備局資料等より作成） 
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※その他の河川及び上記に記載のない市町村の洪水浸水想定区域については、各市町村のＨＰ等を参照のこと。 

【表２】 洪水予報河川の氾濫により浸水が想定される地区のハザードマップ 

 上段：河川名／下段：ＵＲＬ 
二次元コー

ド 
 段：河川名／下段：ＵＲＬ 

二次元コー

ド 

岐
阜
市 

木曽川中流・長良川上流・長良川中流  
羽
島
市 

木曽川中流・長良川中流・長良川下流  

https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/bous 

ai/1001359/1001360.html 
https://www.city.hashima.lg.jp/2488.html 

各
務
原
市 

木曽川中流・長良川中流  
瑞
穂
市 

 

長良川中流・根尾川  

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/bo

usai/1001202/1022814/1001201.html 

https://www.city.mizuho.lg.jp/1330.htm 

※洪水ハザードマップ市域地図を参照 

本
巣
市 

 

長良川中流 

 

北
方
町 

長良川中流 

 

https://www.city.motosu.lg.jp/0000000979.ht

ml 

https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/somukiki

kanri/1/shobousai/2/1/137.html 

岐
南
町 

木曽川中流・長良川中流 

 

笠
松
町 

木曽川中流・長良川中流 

 

https://www.town.ginan.lg.jp/1552.htm 
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012121900

334/ 

大
垣
市 

長良川中流・揖斐川中流・根尾川 

 

海
津
市 

長良川中流・長良川下流・揖斐川中流・揖斐川下流 

 

https://www.ogakibousai.jp/menuknowledge/ha

zardmap/flood.html 

https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000147.ht

ml 

養
老
町 

揖斐川中流 

 

神
戸
町 

揖斐川中流・根尾川 

 

https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/20160209

00105/ 
https://www.town.godo.gifu.jp/safety/safety14.html 

輪
之
内
町 

長良川中流・揖斐川中流  

安
八
町 

長良川中流・揖斐川中流・根尾川 

 

https://town.wanouchi.gifu.jp/portal/life-

process/disaster-prevention-life-

process/%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%8

9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/post0025296/ 

https://www.town.anpachi.lg.jp/category/4-4-0-0-0-

0-0-0-0-0.html 

揖
斐
川
町 

揖斐川中流 

 

大
野
町 

揖斐川中流・根尾川 

 

https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000000433.h

tml 
https://www.town-ono.jp/0000001756.html 

池
田
町 

揖斐川中流 

 

 

https://www.town.gifu-

ikeda.lg.jp/0000000344.html 

美
濃
市 

長良川上流 

 

関
市 

長良川上流 

 
https://www.city.mino.gifu.jp/docs/482.html https://www.city.seki.lg.jp/bousai/0000014177.html 

美
濃
加
茂
市 

木曽川中流 

 

可
児
市 

木曽川中流 

 

https://www.cloud-

gis.jp/minokamomap/terms_bousai.html 
https://www.city.kani.lg.jp/17101.htm 

坂
祝
町 

木曽川中流 

 

 https://www.town.sakahogi.gifu.jp/life/cate

gory10/cate10_10.html 

多
治
見
市 

庄内川（土岐川） 

 

土
岐
市 

庄内川（土岐川） 

 

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai

/bosai/map.html 

https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/bosai/1004755/

1003635.html 

高
山
市 

宮川 

 

飛
騨
市 

宮川 

 

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/100

0013/1000080/1000254/1020059/index.html 

https://www.city.hida.gifu.jp/site/bousai/list155-

380.html 

下
呂
市 

飛騨川 

 

 

https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/405.h

tml 

岐
阜
県 

洪水浸水想定区域図・水害危険情報図一覧 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/20630.html 

 

岐
阜
県 

ぎふ山と川の危険箇所マップ 

https://kikenmap.gifugis.jp/ 
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非常変災時の対応方針等における主な改定点 

〇共通する変更内容 

校種 変更内容等 理由 

共通 
（変更前） 帰宅 

（変更後） 下校 

・避難所等へ向かうことも想定

されるため表記を改める。 

特 
（変更前）「児童生徒」 

（変更後）「幼児及び児童生徒」 

・幼稚部の設置校を考慮し「幼

児」を追加する。 

共通 
（変更前） 情報の把握 

（変更後） 情報の収集 

・情報の積極的な入手を促すた

め「収集」とする。 

 

〇非常変災の対応方針の主な変更点 

校

種 

項

目 
変更内容等 理由等 

高
等
学
校 

２ 

⑴ 

① 

ア 

（変更前） 

警報が発表されている場合は、自宅又は安全を確保できる

場所に待機することを原則とする。 

（変更後） 

学校が所在する又は生徒が居住する市町村（氾濫警報につ

いては対象河川の洪水浸水想定区域）に気象警報（以下「警

報」という。）が、発表されている場合は、自宅又は指定緊急

避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自宅等」とい

う。）に待機することを原則とする。 

・氾濫警報の発表は、河川単位

となるため、対象となる洪水

予報河川の洪水浸水想定区

域内に所在する学校、同区域

内に居住する児童生徒を対

象とする。 

・氾濫警報や土砂災害警報発表

時には、自宅での待機に危険

が生じる可能性があること

から、緊急指定避難場所等へ

の避難を明記する。 

特
別
支
援
学
校 

２ 

⑴ 

① 

ア 

（変更前） 

学校が所在する市町村に警報が発表されている場合は、自

宅又は安全を確保できる場所に待機することを原則とする。

児童生徒が居住する市町村に警報が発表されている場合は、

安全を確保できる場所に待機することを原則とする。 

（変更後） 

学校が所在する又は児童生徒が居住する市町村（氾濫警報

については対象河川の洪水浸水想定区域）に気象警報（以下

「警報」という。）が発表されている場合は、自宅又は指定緊

急避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自宅等」とい

う。）に待機することを原則とする。 

高
等
学
校 

３ 

⑴ 

③ 

イ 

・ 

ウ 

（変更前） 

イ 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足す

る住宅に居住する生徒 

（変更後） 

イ 海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤

防沈下によって、河川水の越流により 30cm 以上の浸水が 30

分以内に生じることが想定される地域に居住する避難行動

要支援者に当たる生徒 

ウ 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足

する住宅に居住する生徒 

・多様な生徒が在籍するため、

避難行動要支援者に関する

記述を追加する。 

・「南海トラフ地震臨時情報発

表時の防災対応方針」に準拠

した記載とする。 

・イに該当する地域に令和７年

３月時点では、民家は存在し

ていないが、今後の地震想定

の改訂等に備え記載をする。 

特
別
支
援
学
校 

３ 

⑴ 

③ 

イ 

（変更前） 

海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈

下によって、河川水の越流により 30cm 以上の浸水が 30 分以

内に生じることが想定される地域に居住する児童生徒 

（変更後） 

海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈

下によって、河川水の越流により 30cm 以上の浸水が 30 分以

内に生じることが想定される地域に居住する避難行動要支

援者に当たる児童生徒 

・「南海トラフ地震臨時情報発

表時の防災対応方針」に準拠

した記載とする。 

・イに該当する地域に令和７年

３月時点では、民家は存在し

ていないが、今後の地震想定

の改訂等に備え記載をする。 
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〇非常変災の対応方針の留意点に関わる主な変更点 

校

種 

項

目 
変更内容等 理由 

高
・
特 

① 

ア 

（新設） 

・氾濫警報については、対象となる洪水予報河川において、住

民避難を目的として策定される想定最大規模（Ｌ２）の洪水

浸水想定区域を対象とすること。 

 

 

（新設） 

・大雪警報発表時は、生徒の居住地が広範に及ぶこと等を考慮

し、警報が山地、平地等の市町村内の一部地域を対象として

いる場合であっても、該当市町村全域に警報が発表されてい

る場合と同様の対応とすること。 

（新設） 

・レベル４危険警報の発表が予想される場合の避難所への移

動等について定めること。 

（新設） 

・避難行動要支援者については、レベル３以上の防災気象情報

発表からの避難場所への移動や避難に必要な支援等を避難確

保計画にて定めること。 

（新設） 

・氾濫警報や土砂災害警報の発表に備え、生徒及び保護者によ

る自宅周辺や通学経路の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区

域等の把握についても定めること。 

 

・氾濫警報が河川単位の発表と

なったことに対応をする。 

・対応を定める際の基準とする

洪水浸水想定区域は、生徒の

通学の範囲等を考慮し、想定

最大規模（Ｌ２）とする。 

・山地、平地は地図上にて区域

が明確に区分されていない

ため一方に警報が発表され

ている場合でも自治体全域

を対象として扱う。 

・気象警報の改正に伴い、警戒

レベルごとの対応が必要と

なるため。 

・同上 

 

 

 

・氾濫警報に加え、南海トラフ

地震臨時情報発表時に対応

するため。 

高 

③

ウ 

（新設） 

下校困難となった生徒への対応 

・校内の安全が確保できる場所にて待機をさせること。 

・校内での待機に危険が伴う場合には、速やかに近隣の避難所

等の安全が確保できる場所への移動を行うこと。 

・下校困難の状況が解消された後は、保護者への引渡しによる

下校を原則とするが、自宅等及び下校の経路において、被害

がない、又は軽微であり、かつ安全が確認できる場合はその

限りではない。 

 

・災害の激甚化、長期化により、

学校待機が長期化すること

が想定されるため。 

特 

③

イ 

（新設） 

下校困難となった児童生徒への対応 

・校内の安全が確保できる場所にて待機をさせること。 

・校内での待機に危険が伴う場合には、速やかに近隣の避難所

等の安全が確保できる場所への移動を行うこと。 
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非常変災時における対応方針（高等学校） 1 
 

県立高等学校 非常変災時における対応方針 

平成２５年９月２７日制定 
（平成28年 12 月 21 日一部改定） 

（平成 29年 11 月 27 日一部改定） 

（平成 31年３月13日一部改定） 

（令和３年２月８日一部改定） 

（令和８年３月９日一部改定） 

 

１ 校長は、テレビ・ラジオ、防災関連ホームページ等を活用するとともに、関係機関と

連絡を密にし、暴風、大雨、洪水等に関する気象、地震、火山噴火等の自然災害、その

他の状況の把握に努め、非常変災時における生徒の安全確保を期するものとする。 

 

２ 非常変災時（３を除く。）における岐阜県立高等学校管理規則第５条第５項の規定に

より臨時に授業を行わないこととすること（以下「休業」という。）の決定及び生徒の

安全確保については、次のとおりとする。 

（１） 非常変災に伴う休業は、校長が決定する。 

その際には、次の各点に留意すること。 

（気象警報等発表の場合） 

① 登校に関して 

ア 学校が所在する又は生徒が居住する市町村（氾濫警報については対象河川の洪

水浸水想定区域）に気象警報（以下「警報」という。）が、発表されている場合

は、自宅又は指定緊急避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自宅等」とい

う。）に待機することを原則とする。 

イ 待機及び授業開始等の基準は、校長が決定し生徒・保護者に示す。 

② 在校中に関して 

ア 警報発表中及び発表が予想される場合は、学校待機を原則とする。 

イ 特別警報が発表された場合は、学校に待機させ、各校にて定める危機管理マニ

ュアルに則り、安全確保に努める。 

③ 下校に関して 

ア 下校させる場合は、警報解除後を原則とする。その際、交通機関、道路及び生

徒の居住地域等の安全を確認のうえ、下校させる。 

イ 自宅等への到着確認を確実に行う。 

（地震発生の場合） 

① 登校に関して 

ア 震度５弱以上の地震が発生した場合は、自宅等に待機することを原則とする。 

非常変災時における対応方針（高等学校） 2 
 

イ 登校途中に発生した場合は、直ちに近くの広い場所に避難し、揺れが収まってか

ら自宅等又は学校に移動し、待機する。 

ウ 休業及び授業開始等については、公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上

等の安全及び生徒の居住地域等の安全を確認して校長が決定し、生徒・保護者に

示す。 

② 在校中に関して 

登校後に震度５弱以上の地震が発生した場合は、各校にて定める危機管理マニュ

アルに則り、安全確保に努める。 

③ 下校に関して 

ア 震度５弱以上の地震が発生した場合は、学校待機を原則とする。 

イ 校長は公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上等の安全及び生徒の居住地

域等の安全を確認し、生徒の下校について判断する。 

ウ 下校させる場合は、保護者への引渡しを原則とするが、被害がない又は軽微で

安全が確認できた地域については、下校させることができる。その際、自宅等へ

の到着確認を確実に行う。 

エ 保護者と連絡がとれない、日没までに自宅等に到着できないなど生徒に危険が

及ぶ可能性があると予想される場合は、学校に留め置く。 

オ 下校途中に発生した場合は、登校途中に発生した場合に準じる。 

 

（２） 情報の収集、伝達に関して 

① 警報発表中及び発表が予想される場合並びに震度５弱以上の地震が発生した場

合は、情報を収集する本部（担当者）を置く。 

② 本部（担当者）は、収集した情報を遅滞なく教職員に伝達する。 

 

（３） 保護者への連絡に関して 

① 警報発表中及び発表が予想される場合並びに震度５弱以上の地震が発生した場

合の対応については、保護者へ確実に連絡する。 

② 保護者への連絡方法は、事前に複数確保しておく。 

 

（４） 県内広域に大規模な災害の発生が予想され、速やかにその徹底を要する場合は、

（１）にかかわらず、教育長が全域又は地域を指定して休業を決定するものとする。 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における休業の決定及び生徒の安全確保

については、次のとおりとする。 

（１） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時 

① 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に所在する学校
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非常変災時における対応方針（高等学校） 3 
 

は、休業を原則とする。休業及び休業期間は、教育長が決定する。 

② ①に該当しない学校は、日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地

震に注意した行動をとることを生徒に周知したうえで、通常どおり授業を行うこと

を原則とする。ただし、県災害対策本部と協議を行い、必要と認めた場合は、教育

長が全域又は地域を指定して、休業及び休業期間を決定するものとする。 

③ ②の規定により通常どおり授業を行う場合にあっても、次に掲げる生徒について

は、安全を確保できる場所に待機することを原則とする。待機又は待機場所からの

登校については、校長が決定する。 

ア 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に居住する生徒 

イ 海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水

の越流により 30cm 以上の浸水が 30分以内に生じることが想定される地域に居住す

る避難行動要支援者に当たる生徒 

ウ 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足する住宅に居住する生徒 

④ ①、②により教育長が休業を決定した場合及び③により校長が安全を確保できる

場所に待機することを決定した場合、生徒の安全確保については、次の各点に留意

すること。 

ア 登校前に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示す。 

イ 登校途中に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示すとともに、生

徒を直ちに安全を確保できる場所に行かせることを原則とする。その際、到着確

認を確実に行う。 

ウ 登校後に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示すとともに、公共

交通機関の運行、学校周辺、通学経路上等の安全及び生徒の居住地域等の安全を

確認し、生徒を下校させる。その際、到着確認を確実に行う。 

エ 下校途中に決定した場合は、登校途中に決定した場合に準じる。 

 

（２） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表により教育長が指定した休業期間

経過後及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時 

日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとるこ

とを生徒に周知したうえで、通常どおり授業を行うことを原則とする。 
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県立高等学校の非常変災時における対応の留意点 

 

① 自宅待機、学校待機等に関する学校ごとの基準の作成 

  学校は、「県立高等学校 非常変災時における対応方針」に基づき、自宅待機、学校待機等

にする場合の基準の作成を行う。 

ア 気象に関する災害について 

・学校所在地や生徒が居住する市町村の対応基準等に留意しつつ、在籍する生徒の通学範囲、

方法、時間等を考慮し、生徒の安全確保を最優先とした対応とすること。 

・氾濫警報については、対象となる洪水予報河川において、住民避難を目的として策定され

る想定最大規模（Ｌ２）の洪水浸水想定区域を対象とすること。 

・大雪警報発表時は、生徒の居住地が広範に及ぶこと等を考慮し、警報が山地、平地等の市

町村内の一部地域を対象としている場合であっても、該当市町村全域に警報が発表されて

いる場合と同様の対応とすること。 

・レベル４危険警報の発表が予想される場合の避難所への移動等について定めること。 

・避難行動要支援者については、レベル３以上の防災気象情報発表からの避難場所への移動

や避難に必要な支援等を避難確保計画にて定めること。 

・氾濫警報や土砂災害警報の発表に備え、生徒及び保護者による自宅周辺や通学経路の洪水

浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の把握についても定めること。 

〇防災気象情報の体系（気象庁資料より作成）                  ※岐阜県では高潮警報は運用されない。 
ﾚﾍﾞﾙ 住民がとるべき行動 大雨浸水 河川氾濫 土砂災害 高潮 

５ 命の危険、直ちに安全確保 
レベル５ 

大雨特別警報 

レベル５ 

氾濫特別警報 

レベル５ 

土砂災害特別警報 

レベル５ 

高潮特別警報 

４ 危険な場所から全員避難 
レベル４ 

大雨危険警報 

レベル４ 

氾濫危険警報 

レベル４ 

土砂災害危険警報 

レベル４ 

高潮危険警報 

３ 
避難に時間を要する人は早めに避

難、避難の準備等 

レベル３ 

大雨警報 

レベル３ 

氾濫警報 

レベル３ 

土砂災害警報 

レベル３ 

高潮警報 

２ 
避難行動の確認（避難場所や避難ル

ート、避難のタイミング等） 

レベル２ 

大雨注意報 

レベル２ 

氾濫注意報 

レベル２ 

土砂災害注意報 

レベル２ 

高潮注意報 

１ 災害への関心を高める 早期注意情報 

氾濫警報は、洪水予報河川のみを対象とした河川ごとの情報となり、市町村ごとの警報・注意報発表は行われない。 

内水氾濫、洪水予報河川以外の外水氾濫については大雨に関する情報に位置づけられる。 

 

〇在校中の対応例 

警戒区域 

想定区域 
該当箇所 避難行動等の例 

土砂災害警戒

区域 

土砂災害特別

警戒区域 

敷地の 

一部 

「レベル３土砂災害警報」以上が学校の所在する市町村に発表されている場合、その建

物から生徒・教職員を避難させる。 

敷地の 

全て 

近隣の避難所や一時避難場所への移動を視野に入れた避難計画を作成すること。 

近隣の避難所や一時避難場所の受け入れ可能人数についても必ず確認を行うこと。 

非該当 
学校周辺の道路等が該当していることがあるため、生徒の引渡し等を行う場合は、引渡

し場所の安全確認を必ず行うこと。 

浸水想定区域 

該当 
「レベル３氾濫警報」以上が発表されている場合、想定浸水深より高い建物に児童生

徒・教職員を避難させる。 

非該当 
学校周辺の道路等が該当していることがあるため、生徒の引渡し等を行う場合は、引渡

し場所の安全確認を必ず行うこと。 

 

イ 地震について 

・震度５弱以上の地震発生時には、建物の損傷（ガラスの破損や落下、壁の亀裂、塀の崩壊

等）、道路の亀裂、液状化、落石、がけ崩れ等の被害が想定されている※1 ことから、生徒
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の安全確保のために、自宅又は指定緊急避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自宅

等」という。）での待機とすること。 

・授業の開始、休業等については、公共交通機関の運行状況や通学経路及び生徒の居住地等

の被災状況により判断すること。 
  ※1 「震度階級関連解説表」（気象庁）による 

【補足】 地震による揺れの大きかった地域においては、地盤のゆるみや堤防・排水施設等の被害を考慮し、

気象警報・注意報等の発表基準を引き下げて運用する。 

（地震による揺れの大きかった地域における気象警報・注意報の発表基準について（気象庁）より） 

   

ウ 南海トラフ地震について 

本県作成の「岐阜県地域防災計画（地震対策計画）」及び「南海トラフ地震臨時情報発表

時の防災対応指針」では、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、事前の避難

が必要な災害リスクと住民避難について、下記のように示されている。 

〇災害リスク 

⑴ 急傾斜地等における土砂災害 

⑵ 海抜ゼロメートル地帯における堤防沈下に伴う河川水越流による浸水害 

⑶ 耐震性の不足する住宅の倒壊 

〇避難の対象 

⑴ 急傾斜地の崩壊等に伴う建築物の損壊により、生命又は身体に著しい危害が生じるお

それがある地域として指定されている「土砂災害特別警戒区域」に居住する住民 

⑵ 後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水の越流により30㎝以上の浸水が30分

以内に生じることが想定される地域に居住する避難行動要支援者※2 

⑶ 耐震性の不足する住宅に居住する住民 

   また、「岐阜県地域防災計画（地震対策計画）」では、「災害リスクに応じ、１週間を目途に

地域の実情に合わせた避難対策を実施する。」と示されている。 

従って、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、学校が土砂災害特別警戒区

域外に所在するため、通常どおりの授業を行う場合でも、上記に該当する生徒については原

則として校長が、安全を確保できる場所に待機することを決定し、待機期間は公共交通機関

の運行状況や通学経路及び生徒の居住地等の状況により判断すること。 
※2 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの 

② 情報収集体制の整備 

 学校は、気象警報・地震及び被害状況等の情報収集と共有ができる体制を整備する。 

ア 情報収集本部（担当者）の設置 

気象警報（以下「警報」という。）発表中及び発表が予想される場合、震度５弱以上の地震

が発生した場合は、警報・地震情報及び被害状況を収集する本部（担当者）を設置すること。 

イ 情報収集、情報共有体制の整備 

・授業打ち切り、保護者引渡し、学校待機等の対応を判断する場合は、警報・地震情報及び

被害状況について、多面的な情報収集を行うこと。 

・気象庁等の防災関連ホームページや岐阜県の情報配信サービスの活用、市町村防災担当課

との連携、近隣地域・周辺学校等から、正確かつ適切な情報の収集と共有ができる体制の

整備に努めること。 

・生徒の居住地や通学経路の情報が保護者から学校へ届くような仕組みについても整備する

よう努めること。 
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③ タイムライン※3の作成と対応の判断 

 学校は、収集した情報を基にタイムラインを作成し、登下校等の判断を適切に行う。 

ア タイムラインの作成 

 タイムラインの作成に当たっては、生徒の安全を確保するため、注意報・警報の発表状況

や災害の危険度分布、雨雲の状況、土砂災害や河川氾濫の可能性、公共交通機関の運行、生

徒が自宅等への到着に要する時間等を考慮すること。 

イ リードタイム※4を考慮した判断 

・警報は、予想される現象が発生する前に、リードタイムを考慮して発表されることから、

特に下校に当たっては、大雨や河川氾濫、土砂災害等の危険度分布、公共交通機関の運行

状況や道路及び生徒の居住地等の気象状況等を踏まえ、安全であると確認できる場合には、

校長の判断により速やかに生徒を下校させることができることとする。 

・下校に際しては、保護者に対しその旨を連絡するとともに、生徒の自宅等への到着確認を

確実に行うこと。 

・特別警報発表時やリードタイムが見込めない場合及び、気象防災速報（記録的短時間大雨）

の発表、線状降水帯や「強い雨※5」が降る地域が出現する見込みがある場合等は、学校待

機を原則とする。 
※3 「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画 

※4 警報等が住民等に伝わって避難行動等がとられるまでに要する時間 

※5 １時間雨量が20～30mmは「強い雨」と表現され、傘をさしていてもぬれる、屋内では寝ている人の半数くらいが雨に気がつく、屋外で

は地面一面に水たまりができる、どしゃ降りの雨とされる。（気象庁ホームページより） 

ウ 下校困難となった生徒への対応 

・校内の安全が確保できる場所にて待機をさせること。 

・校内での待機に危険が伴う場合には、速やかに近隣の避難所等の安全が確保できる場所へ

の移動を行うこと。 

・下校困難の状況が解消された後は、保護者への引渡しによる下校を原則とするが、自宅等

及び下校の経路において、被害がない、又は軽微であり、かつ安全が確認できる場合はそ

の限りではない。 

④ 通学手段別の対応や引渡し及び安全確認 

 学校は、生徒の通学手段を踏まえた対応や安全な引渡しの方法及び、生徒が安全に下校した

ことを確認できる体制を整備する。 

ア 通学手段別の対応と引渡し 

・警報解除後、又は震度５弱以上の地震が発生した後に下校させる場合は、公共交通機関の

運行状況や道路及び生徒の居住地域等の安全確認を行う等、全ての生徒が安全に下校でき

るよう努めること。 

・保護者へ引渡しを行う場合は、引渡し場所の状況を把握し、保護者の安全も確保したうえ

で行うこと。 

・保護者の安全が確保できない場合や保護者が被災し、引渡しが困難となったり、連絡が不

通となったりした場合等は、保護者と連絡が取れる、又は安全な下校が可能となるまで生

徒を学校に待機させておくこと。 
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○通学手段別対応の例 
通常の手段 対  応  例 

徒歩・自転車 ・より安全な経路を通るよう指導する。 

・河川の近くや橋等の安全確認を行う。 

路線バス・電車 ・バス停又は駅等で教職員が運行状況を確認する。 

・バス停又は駅等への経路の安全確認を行う。 

保護者送迎 ・保護者引渡しルートを指定する。 

・引渡し場所を指定する。 

 イ 生徒が安全に下校したことの確認 

・警報発表の有無にかかわらず、生徒の安全確保のため、保護者への連絡を確実に行うとと

もに、生徒が安全に自宅等に到着したこと等の確認を行うこと。 

・全ての生徒が安全に自宅等に到着したかどうか等を確認できる連絡体制や方法を各学校の

状況に応じて整備すること。 

⑤ 保護者への連絡手段の複数化 

 学校は、非常変災時の連絡方法として複数の手段を検討し、生徒、保護者へ周知する。 

メール送信による連絡が、停電や通信手段の障害等で機能しない場合を想定し、災害伝言ダ

イヤルや災害用伝言板、災害時公衆無線ＬＡＮサービス等の複数の連絡手段とその利用方法等

について生徒、保護者へ周知しておくこと。 

⑥ 災害備蓄品の整備と避難所運営に係る自治体との連携 

 学校は、大規模災害時に必要となる災害備蓄品等を整備するとともに、避難所設営等に関し、

自治体との連携に努める。 

ア 災害備蓄品の整備 

・大規模災害の発生時等に、生徒を学校に待機させなければならないことを想定して、３日

分程度の食糧や飲料水、保温シート等を備蓄しておくこと。 

・災害時に使用する物品（発電機、防寒用品、懐中電灯、ハンドマイク等）については、保

管場所、数量、耐用年数等を把握し、必要に応じ物品の更新、補充等を行うこと。 

・学校待機が長期に及ぶことを想定し、アレルギーや持病等への対応が必要な生徒について

は、あらかじめ保護者と相談のうえ、対応を検討しておくこと。 

イ 避難所運営等に係る自治体との連携 

・大規模災害時等は、避難所に指定されていない学校にも、地域住民や帰宅困難者が避難し

てくることも想定されるため、その対応についても留意すること。 

・避難所は、市町村の防災部局等を中心に運営されるが、発災直後は学校職員が施設管理と

いう点も踏まえて避難所運営の協力を可能な限り行わざるを得ないことが予想されるた

め、市町村の防災部局等と連携し、避難所運営に関する支援計画等を作成し、検証や整備

を行うこと。 

⑦ 連携・協力組織の編成と活用 

  学校は、関係機関、地域等との連携を密にし、緊急時の協力体制を整える。 

平素の教育活動等を通じた関係機関、地域等との密接なかかわりが、緊急時における居住地

域や通学経路の安全確認の際に、協力を得られる源となることから、校長や教頭、防災担当者

は、平素から関係機関等とのつながりを十分に築いておくこと。 
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⑧ 教職員や生徒の災害に対する十分な理解 

  学校は、教職員や生徒に対し、災害等への十分な理解と対応力の向上を図ることができるよ

う防災・減災に関する取組の充実に努める。 

・教職員に対し、災害等についての理解と対応力の向上のために、大雨や大雪、雷等の気象に

関する注意報や警報、竜巻や記録的短時間大雨等に関する気象防災速報、緊急地震速報等の

意義の確認、地域において想定される災害やその被害及び適切な対応に関する職員研修の実

施、命を守る訓練の見直し等を行い、防災・減災に関する取組の充実に努めること。 

・生徒に対し、さまざまな教育活動を通じた災害等に対する理解や発災時の適切な行動、通学

経路等の危険箇所の把握や危険箇所には近づかない等の「自分の命は自分で守る」ことを踏

まえた、防災・減災教育の充実に努めること。 

【防災関連ホームページ等】 

〇岐阜県総合防災ポータル  https://gifu-bousai.my.salesforce-sites.com/ 

・ぎふ土砂災害警戒情報ポータル 

https://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/web_pub/top/top.html 

・岐阜地方気象台ホームページ 

 https://www.jma-net.go.jp/gifu/index.html 

・岐阜県 川の防災情報 

http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/ 

〇ぎふ山と川の危険箇所マップ（岐阜県） 

https://kikenmap.gifugis.jp/ 

○防災情報のページ（内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/ 

○南海トラフ地震臨時情報関係 

・南海トラフ地震臨時情報について（岐阜県 危機管理部） 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18908.html 

 ・岐阜県地域防災計画（地震対策計画） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6902.html 

 ・南海トラフ地震について（気象庁） 

  https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/index.html 

○ぎふ川と道のアラームメール（岐阜県） 

 （ＰＣから） https://service.sugumail.com/gifu/member/ 

 （携帯から） t-gifu@sg-p.jp へ空メールを送信 

〇指定河川洪水予報 

  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html 

○防災情報（気象庁） 

  https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html 

○川の防災情報（国土交通省） 

  https://www.river.go.jp/portal/#80 

○災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板（総務省） 

  https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html 

 ※災害伝言ダイヤルの詳細はhttp://www.ntt-west.co.jp/dengon/ 

○災害発生時における道路通行状況についての情報提供 

・道路防災情報WEBマップ（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/ 

・道路交通情報Now!!（公益財団法人日本道路交通情報センター） 

https://www.jartic.or.jp/ 

・道の情報（岐阜県） 

https://douro.pref.gifu.lg.jp/ 
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（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報

災害対策本部の設置

【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教
務主任、生活支援部長、防災安全部長、防
災推進担当

【情報収集】
＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞
→担当：教頭、事務部長
＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞
→担当：教務主任
＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞
→担当：防災安全部長、防災推進担当
＜交通機関、道路情報＞
→担当：生活支援部長

M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

M8.0以上の地震

巨大地震注意巨大地震警戒

登校

※後発地震に注意した行
動を生徒に周知

休業

※休業及び休業期間は、教育長
が決定

登校前

通常授業
※学校内でのみ

下校

※安全を確認後、自宅又は安全
を確保できる場所に向けて下校

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行
動を生徒に周知

安全を確保できる場所に待機

※自宅や緊急指定避難場所等に
避難（安否確認）

登校
（下校）
途中

緊
急
地
震
速
報

【受信体制】
〇受信装置（FM回線自動放送）
〇NHK等の公共放送にて受信

（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）
・シェイクアウトを徹底する
※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る
・出入口の確保を行う
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】
・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する
・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する
・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する
・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する
＜放送での指示が可能な場合＞
放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に
立地している学校の場合高等学校版

【保護者への連絡】

・すぐーるによる配
信

【状況把握】

・災害情報、交通情報
等の収集、整理

・生徒の安全、所在確
認

【下校】

・自宅又は安全を確保で
きる場所に向けて下校
・到着確認を確実に行う

【避難先の確認】

・生徒の、安全を
確保できる場所
の確認（自宅等）

【通常授業を行う場合の留意
点】

①安全を確保できる場所に
待機を原則とする生徒

・土砂災害特別警戒区域に
居住

・河川水の越流地域に居住
する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に
居住

②避難所等、待機場所から
の登校の可否については校
長が判断する

（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報

災害対策本部の設置

【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教
務主任、生活支援部長、防災安全部長、防
災推進担当

【情報収集】
＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞
→担当：教頭、事務部長

＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞
→担当：教務主任
＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞
→担当：防災安全部長、防災推進担当

＜交通機関、道路情報＞
→担当：生活支援部長

M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

M8.0以上の地震

巨大地震注意巨大地震警戒

登校

※後発地震に注意した行
動を児童生徒に周知

登校

※後発地震に注意した行動を児
童生徒に周知

登校前

通常授業
※学校内でのみ

通常授業
※学校内でのみ

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行
動を生徒に周知

登校（下校）

※後発地震に注意した行動を生
徒に周知

登校
（下校）
途中

緊
急
地
震
速
報

【受信体制】
〇受信装置（FM回線自動放送）
〇NHK等の公共放送にて受信

（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】
・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）
・シェイクアウトを徹底する
※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る
・出入口の確保を行う
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する
・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する
・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する
・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する
＜放送での指示が可能な場合＞
放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に
立地していない学校の場合高等学校版

状況に応じて、教育長が休業を決定する場合がある。その際は安全を確認した上で、自宅又は安全を確保
できる場所に向けて下校する。自宅等の安全が確認できない場合は、学校待機とする

【通常授業を行う場合の留意
点】

①安全を確保できる場所に
待機を原則とする児童生徒

・土砂災害特別警戒区域に
居住

・河川水の越流地域に居住
する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に
居住

②避難所等、待機場所から
の登校の可否については校
長が判断する
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非常変災時における対応方針（特別支援学校） 1 
 

県立特別支援学校 非常変災時における対応方針 

平成２５年９月２７日制定 
（平成 28 年 12 月 21 日一部改定） 

（平成 29 年 11 月 27 日一部改定） 

（平成 3１年 3 月 13 日一部改定） 

（令和３年２月８日一部改定） 

（令和８年３月９日一部改定） 

 

１ 校長は、テレビ・ラジオ、防災関連ホームページ等を活用するとともに、関係機関と

連絡を密にし、暴風、大雨、洪水等に関する気象、地震、火山噴火等の自然災害、その

他の状況の把握に努め、非常変災時における幼児及び児童生徒（以下「児童生徒」とい

う。）の安全確保を期するものとする。 

 

２ 非常変災時（３を除く。）における岐阜県立特別支援学校管理規則第４条第５項の規

定により臨時に授業を行わないこととすること（以下「休業」という。）の決定及び児

童生徒の安全確保については、次のとおりとする。特に、児童生徒一人一人の障がいの

状態や個々の特性に十分配慮する。  

（１） 非常変災に伴う休業は、校長が決定する。 

その際には、次の各点に留意すること。 

（気象警報発表の場合） 

① 登校に関して 

ア 学校が所在する又は児童生徒が居住する市町村（氾濫警報については対象河川

の洪水浸水想定区域）に気象警報（以下「警報」という。）が発表されている場

合は、自宅又は指定緊急避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自宅等」と

いう。）に待機することを原則とする。 

イ 待機及び授業開始等の基準は、校長が決定し児童生徒・保護者に示す。 

② 在校中に関して 

ア 警報発表中及び発表が予想される場合は、学校待機を原則とする。 

イ 特別警報が発表された場合は、学校に待機させ、各校にて定める危機管理マニ

ュアルに則り、安全確保に努める。 

③ 下校に関して 

ア 下校させる場合は、警報解除後を原則とし、児童生徒だけで下校させない。 

イ 自宅等への到着確認を確実に行う。 

（地震発生の場合） 

① 登校に関して 

非常変災時における対応方針（特別支援学校） 2 
 

ア 震度５弱以上の地震が発生した場合は、自宅等に待機することを原則とする。 

イ 登校途中に発生した場合は、直ちに近くの広い場所に避難し、揺れが収まってか

ら自宅等又は学校に移動し、待機する。 

ウ 休業及び授業開始等については、公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上

等の安全及び児童生徒の居住地域等の安全を確認して校長が決定し、児童生徒・

保護者に示す。 

② 在校中に関して 

登校後に震度５弱以上の地震が発生した場合は、各校にて定める危機管理マニュ

アルに則り、安全確保に努める。 

③ 下校に関して 

ア 震度５弱以上の地震が発生した場合は、学校待機を原則とする。 

イ 校長は公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上等の安全及び児童生徒の居

住地域等の安全を確認し、児童生徒の下校について判断する。 

ウ 下校させる場合は、保護者への引渡しを原則とする。 

エ 下校途中に発生した場合は、登校途中に発生した場合に準じる。 

オ 自宅等への到着確認を確実に行う。 

 

（２） 情報の収集、伝達に関して 

① 警報発表中及び発表が予想される場合並びに震度５弱以上の地震が発生した場

合は、情報を収集する本部（担当者）を置く。 

② 本部（担当者）は、収集した情報を遅滞なく教職員に伝達する。 

 

（３） 保護者への連絡に関して 

① 警報発表中及び発表が予想される場合並びに震度５弱以上の地震が発生した場

合の対応については、保護者へ確実に連絡する。 

② 保護者への連絡方法は、事前に複数確保しておく。 

 

（４） 県内広域に大規模な災害の発生が予想され、速やかにその徹底を要する場合は、

（１）にかかわらず、教育長が全域又は地域を指定して休業を決定するものとする。 

 
３ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における休業の決定及び児童生徒の安全

確保については、次のとおりとする。 

（１） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時 

① 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に所在する学校

は、休業を原則とする。休業及び休業期間は、教育長が決定する。 
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非常変災時における対応方針（特別支援学校） 3 
 

② ①に該当しない学校は、日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地

震に注意した行動をとることを児童生徒・保護者に周知したうえで、通常どおり授

業を行うことを原則とする。ただし、県災害対策本部と協議を行い、必要と認めた

場合は、教育長が全域又は地域を指定して、休業及び休業期間を決定するものとす

る。 

③ ②の規定により通常どおり授業を行う場合にあっても、次に掲げる児童生徒につ

いては、安全を確保できる場所に待機することを原則とする。待機又は待機場所か

らの登校については、校長が決定する。 

ア 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に居住する児

童生徒 

イ 海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川

水の越流により30cm以上の浸水が30分以内に生じることが想定される地域に居

住する避難行動要支援者に当たる児童生徒 

ウ 南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足する住宅に居住する児

童生徒 

④ ①、②により教育長が休業を決定した場合及び③により校長が安全を確保できる

場所に待機することを決定した場合、児童生徒の安全確保については、次の各点に

留意すること。 

ア 登校前に決定した場合は、校長は児童生徒・保護者にその旨を示す。 

イ 登校途中に決定した場合は、校長は児童生徒・保護者にその旨を示すとともに、

児童生徒を直ちに安全を確保できる場所に行かせることを原則とする。その際、

到着確認を確実に行う。 

ウ 登校後に決定した場合は、校長は児童生徒・保護者にその旨を示すとともに、

公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上等の安全及び児童生徒の居住地域等

の安全を確認し、児童生徒を下校させる。下校させる場合は保護者への引渡しを

原則とする。保護者と連絡が取れない場合は、学校に留め置く。 

エ 下校途中に決定した場合は、登校途中に決定した場合に準じる。 

 

（２） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表により教育長が指定した休業期間

経過後及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時 

日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をと

ることを児童生徒・保護者に周知したうえで、通常どおり授業を行うことを原則と

する。 
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非常変災時における対応方針の留意点（特別支援学校） 1 
 

県立特別支援学校 非常変災時における対応の留意点 

 

① 自宅待機、学校待機等に関する学校ごとの基準の作成 

  学校は、「県立特別支援学校 非常変災時における対応方針」に基づき、自宅待機、学校待

機等にする場合の基準の作成を行う。 

ア 気象に関する災害について 

・学校所在地や幼児及び児童生徒（以下「児童生徒」という。）が居住する市町村の対応基準

等に留意しつつ、在籍する児童生徒の通学範囲、方法、時間等を考慮し、児童生徒の安全

確保を最優先とした対応とすること。 

・氾濫警報については、対象となる洪水予報河川において、住民避難を目的として策定され

る想定最大規模（Ｌ２）の洪水浸水想定区域を対象とすること。 

・大雪警報発表時は、児童生徒の居住地が広範に及ぶこと等を考慮し、警報が山地、平地等

の市町村内の一部地域を対象としている場合であっても、該当市町村全域に警報が発表さ

れている場合と同様の対応とすること。 

・レベル４危険警報の発表が予想される場合の避難所への移動等について定めること。 

・避難行動要支援者については、レベル３以上の防災気象情報発表からの避難場所への移動

や避難に必要な支援等を避難確保計画にて定めること。 

・氾濫警報や土砂災害警報の発表に備え、児童生徒及び保護者による自宅周辺や通学経路の

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の把握についても定めること。 

〇防災気象情報の体系（気象庁資料より作成）                 ※岐阜県では高潮警報は運用されない。 
ﾚﾍﾞﾙ 住民がとるべき行動 大雨浸水 河川氾濫 土砂災害 高潮 

５ 命の危険、直ちに安全確保 
レベル５ 

大雨特別警報 

レベル５ 

氾濫特別警報 

レベル５ 

土砂災害特別警報 

レベル５ 

高潮特別警報 

４ 危険な場所から全員避難 
レベル４ 

大雨危険警報 

レベル４ 

氾濫危険警報 

レベル４ 

土砂災害危険警報 

レベル４ 

高潮危険警報 

３ 
避難に時間を要する人は早めに避

難、避難の準備等 

レベル３ 

大雨警報 

レベル３ 

氾濫警報 

レベル３ 

土砂災害警報 

レベル３ 

高潮警報 

２ 
避難行動の確認（避難場所や避難ル

ート、避難のタイミング等） 

レベル２ 

大雨注意報 

レベル２ 

氾濫注意報 

レベル２ 

土砂災害注意報 

レベル２ 

高潮注意報 

１ 災害への関心を高める 早期注意情報 

氾濫警報は、洪水予報河川のみを対象とした河川ごとの情報となり、市町村ごとの警報・注意報発表は行われない。 

内水氾濫、洪水予報河川以外の外水氾濫については大雨に関する情報に位置付けられる。 

 

〇在校中の対応例 

警戒区域 

想定区域 
該当箇所 避難行動等の例 

土砂災害警戒

区域 

土砂災害特別

警戒区域 

敷地の 

一部 

「レベル３土砂災害警報」以上が学校の所在する市町村に発表されている場合、その建

物から児童生徒・教職員を避難さる。 

敷地の 

全て 

近隣の避難所や一時避難場所への移動を視野に入れた避難計画を作成すること。 

近隣の避難所や一時避難場所の受け入れ可能人数についても必ず確認を行うこと。 

非該当 
学校周辺の道路等が該当していることがあるため、児童生徒の引渡し等を行う場合は、

引渡し場所の安全確認を必ず行うこと。 

浸水想定区域 

該当 
「レベル３氾濫警報」以上が発表されている場合、想定浸水深より高い建物に児童生

徒・教職員を避難させる。 

非該当 
学校周辺の道路等が該当していることがあるため、児童生徒の引渡し等を行う場合は、

引渡し場所の安全確認を必ず行うこと。 
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イ 地震について 

・震度５弱以上の地震発生時には、建物の損傷（ガラスの破損や落下、壁の亀裂、塀の崩壊

等）、道路の亀裂、液状化、落石、がけ崩れ等の被害が想定されている※1ことから、児童

生徒の安全確保のために、自宅又は指定緊急避難場所等の安全を確保できる場所（以下「自

宅等」という。）での待機とすること。 

・授業の開始、休業等については、公共交通機関の運行状況や通学経路及び児童生徒の居住

地等の被災状況により判断すること。 
  ※1 「震度階級関連解説表」（気象庁）による 

【補足】 地震による揺れの大きかった地域においては、地盤のゆるみや堤防・排水施設等の被害を考慮し、

気象警報・注意報等の発表基準を引き下げて運用する。 

（地震による揺れの大きかった地域における気象警報・注意報の発表基準について（気象庁）より） 

 ウ 南海トラフ地震について 

本県作成の「岐阜県地域防災計画（地震対策計画）」及び「南海トラフ地震臨時情報発表

時の防災対応指針」では、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、事前の避難

が必要な災害リスクと住民避難について、下記のように示されている。 

〇災害リスク 

⑴ 急傾斜地等における土砂災害 

⑵ 海抜ゼロメートル地帯における堤防沈下に伴う河川水越流による浸水害 

⑶ 耐震性の不足する住宅の倒壊 

〇避難の対象 

⑴ 急傾斜地の崩壊等に伴う建築物の損壊により、生命又は身体に著しい危害が生じるお

それがある地域として指定されている「土砂災害特別警戒区域」に居住する住民 

⑵ 後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水の越流により30㎝以上の浸水が30分

以内に生じることが想定される地域に居住する避難行動要支援者※2 

⑶ 耐震性の不足する住宅に居住する住民 

   また、「岐阜県地域防災計画（地震対策計画）」では、「災害リスクに応じ、１週間を目途に

地域の実情に合わせた避難対策を実施する。」と示されている。 

従って、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、学校が土砂災害特別警戒区

域外に所在するため、通常どおりの授業を行う場合でも、上記に該当する児童生徒について

は原則として校長が、安全を確保できる場所に待機することを決定し、待機期間は公共交通

機関の運行状況や通学経路及び児童生徒の居住地等の状況により判断すること。 
※2 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの 

② 情報収集体制の整備 

 学校は、気象警報・地震及び被害状況等の情報収集と共有ができる体制を整備する。 

ア 情報収集本部（担当者）の設置 

気象警報（以下「警報」という。）発表中及び発表が予想される場合、震度５弱以上の地

震が発生した場合は、警報・地震情報及び被害状況を収集する本部（担当者）を設置するこ

と。 

イ 情報収集、情報共有体制の整備 

・授業打ち切り、保護者引渡し、学校待機等の対応を判断する場合は、警報・地震情報及び

被害状況について、多面的な情報収集を行うこと。 

・気象庁等の防災関連ホームページや岐阜県の情報配信サービスの活用、市町村防災担当課
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との連携、近隣地域・周辺学校等から、正確かつ適切な情報の収集と共有ができる体制の

整備に努めること。 

・児童生徒の居住地や通学経路の情報が保護者から学校へ届くような仕組みについても整備

するよう努めること。 

③ タイムライン※3の作成と対応の判断 

 学校は、収集した情報をもとにタイムラインを作成し、登下校等の判断を適切に行う。 

ア タイムラインの作成 

 タイムラインの作成に当たっては、児童生徒の安全を確保するため、注意報・警報の発表

状況や災害の危険度分布、雨雲の状況、土砂災害や河川氾濫の可能性、公共交通機関の運行、

自宅等への到着や保護者への引渡しに要する時間等を考慮すること。 
※3 「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画 

イ 下校困難となった児童生徒への対応 

・校内の安全が確保できる場所にて待機をさせること。 

・校内での待機に危険が伴う場合には、速やかに近隣の避難所等の安全が確保できる場所へ

の移動を行うこと。 

④ 通学手段別の対応や引渡し及び安全確認 

 学校は、児童生徒の通学手段を踏まえた対応や安全な引渡しの方法及び、児童生徒が安全に

下校したことを確認できる体制を整備する。 

ア 通学手段別の対応と引渡し 

・児童生徒の様々な通学手段を踏まえた対応策を検討し、災害時の引渡し等についてのシミ

ュレーションを行うこと。 

・警報発表中及び発表が予想される場合は、速やかに保護者に連絡し、安全な引渡し及び下

校ができるようにすること。 

・保護者へ引渡しを行う場合は、引渡し場所の状況を把握し、保護者の安全も確保したうえ

で行うこと。 

・保護者の安全が確保できない場合や、保護者が被災し引渡しが困難となったり、連絡が不

通となったりした場合等は、保護者と連絡が取れる、又は安全な引渡しが可能となるまで

児童生徒を学校に待機させておくこと。 

○通学手段別対応の例 

通常の手段 対  応  例 

スクールバス ・保護者引渡しまで学校で待機させる。 

徒歩・自転車 ・保護者引渡しまで学校で待機させる。 

路線バス・電車 ・保護者引渡しまで学校で待機させる。 

保護者送迎 ・保護者引渡しまで学校で待機させる。 

 イ 児童生徒が安全に下校したことの確認 

・警報発表の有無にかかわらず、児童生徒の安全確保のため、保護者への連絡を確実に行う

とともに、児童生徒が安全に自宅等に到着したこと等の確認を行うこと。 

・全ての児童生徒が安全に自宅等に到着したかどうか等を確認できる連絡体制や方法を各学

校の状況に応じて整備すること。 
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⑤ 保護者への連絡手段の複数化 

 学校は、非常変災時の連絡方法として複数の手段を検討し、児童生徒、保護者へ周知する。 

メール送信による連絡が、停電や通信手段の障害等で機能しない場合を想定し、災害伝言ダ

イヤルや災害用伝言板、災害時公衆無線ＬＡＮサービスなどの複数の連絡手段とその利用方法

等について児童生徒、保護者へ周知しておくこと。 

⑥ 災害備蓄品の整備と避難所運営に係る自治体との連携 

 学校は、大規模災害時に必要となる災害備蓄品等を整備するとともに、避難所設営等に関し、

自治体との連携に努める。 

ア 災害備蓄品の整備 

・大規模災害の発生時等に、児童生徒を学校に待機させなければならないことを想定して、

３日分程度の食糧や飲料水、保温シートなどを備蓄しておくこと。 

・災害時に使用する物品（発電機、防寒用品、懐中電灯、ハンドマイク等）については、保

管場所、数量、耐用年数等を把握し、必要に応じ物品の更新、補充等を行うこと。 

・学校待機が長期に及ぶことを想定し、アレルギーや持病等への対応及び医療的ケアが必要

な児童生徒については、あらかじめ保護者と相談のうえ、対応を検討しておくこと。 

イ 避難所運営等に係る自治体との連携 

・大規模災害時等に、避難所に指定されていない学校にも、地域住民や帰宅困難者が避難し

てくることも想定されるため、その対応についても留意すること。 

・避難所は、市町村の防災部局等を中心に運営されるが、発災直後は学校職員が施設管理と

いう点も踏まえて避難所運営の協力を可能な限り行わざるを得ないことが予想されるた

め、市町村の防災部局等と連携し、避難所運営に関する支援計画等を作成し、検証や整備

を行うこと。 

⑦ 連携・協力組織の編成と活用 

  学校は、関係機関、地域等との連携を密にし、緊急時の協力体制を整える。 

平素の教育活動等を通じた関係機関、地域等との密接なかかわりが、緊急時における居住地

域や通学経路の安全確認の際に、協力を得られる源となることから、校長や教頭、防災担当者

は、平素から関係機関等とのつながりを十分に築いておくこと。 

⑧ 教職員や児童生徒の災害に対する十分な理解 

  学校は、教職員や児童生徒に対し、災害等への十分な理解と対応力の向上を図ることができ

るよう防災・減災に関する取組の充実に努める。 

・教職員に対し、災害等についての理解と対応力の向上のために、大雨や大雪、雷等の気象に

関する注意報や警報、竜巻や記録的短時間大雨等に関する気象防災速報、緊急地震速報等の

意義の確認、地域において想定される災害やその被害及び適切な対応に関する職員研修の実

施、命を守る訓練の見直し等を行い、防災・減災に関する取組の充実に努めること。 

・児童生徒に対し、さまざまな教育活動を通じて、災害等に対する理解等の防災・減災に関す

る内容について、それぞれの発達段階や障がいの状態に応じた指導の充実に努めること。特
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に、自力通学者に対しては、「通学経路の危険箇所の把握」、「危険箇所には近づかない」等、

「自分の命は自分で守る」ことを踏まえた指導を行うこと。 

【防災関連ホームページ等】 

 〇岐阜県総合防災ポータル  https://gifu-bousai.my.salesforce-sites.com/ 

・ぎふ土砂災害警戒情報ポータル 

https://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/web_pub/top/top.html 

・岐阜地方気象台ホームページ 

 https://www.jma-net.go.jp/gifu/index.html 

・岐阜県 川の防災情報 

http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/ 

〇ぎふ山と川の危険箇所マップ（岐阜県） 

https://kikenmap.gifugis.jp/ 

○防災情報のページ（内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/ 

○南海トラフ地震臨時情報関係 

・南海トラフ地震臨時情報について（岐阜県 危機管理部） 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18908.html 

 ・岐阜県地域防災計画（地震対策計画） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6902.html 

 ・南海トラフ地震について（気象庁） 

  https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/index.html 

○ぎふ川と道のアラームメール（岐阜県） 

 （ＰＣから） https://service.sugumail.com/gifu/member/ 

 （携帯から） t-gifu@sg-p.jp へ空メールを送信 

〇指定河川洪水予報 

  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html 

○防災情報（気象庁） 

  https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html 

○川の防災情報（国土交通省） 

  https://www.river.go.jp/portal/#80 

○災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板（総務省） 

  https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html 

 ※災害伝言ダイヤルの詳細はhttp://www.ntt-west.co.jp/dengon/ 

○災害発生時における道路通行状況についての情報提供 

・道路防災情報WEBマップ（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/ 

・道路交通情報Now!!（公益財団法人日本道路交通情報センター） 

https://www.jartic.or.jp/ 

・道の情報（岐阜県） 

https://douro.pref.gifu.lg.jp/ 
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（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報

災害対策本部の設置

【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、各
部主事、教務主任、生活支援部長、防災安
全部長、防災推進担当

【情報収集】
＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞
→担当：教頭、事務部長
＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞
→担当：部主事、教務主任
＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞
→担当：防災安全部長、防災推進担当
＜交通機関、道路情報＞
→担当：生活支援部長
＜スクールバス運行関係＞
→担当：事務担当

M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

M8.0以上の地震

巨大地震注意巨大地震警戒

登校

※後発地震に注意した行
動を児童生徒に周知

休業

※休業及び休業期間は、教育長
が決定

登校前

通常授業
※学校内でのみ

保護者引き渡し

※安全を確認後、保護者へ引渡
し（安全を確保できる場所へ避難）

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行
動を児童生徒に周知

安全を確保できる場所で待機

※自宅や緊急指定避難場所等に
避難（安否確認）

登校
（下校）
途中

【保護者への連絡】
・すぐーるによる配信

・保護者から返信がない場
合は担任から電話連絡

【状況把握】

・災害情報、交通情報等の
収集、整理

・児童生徒の安全、所在確認

【保護者引き渡し】

・引き渡しカード記入後、保護
者へ引渡し

・保護者、児童生徒は、安全を
確保できる場所へ避難

緊
急
地
震
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【受信体制】
〇受信装置（FM回線自動放送）
〇NHK等の公共放送にて受信

（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）
・シェイクアウトを徹底する
※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る
・出入口の確保を行う
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】
・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する
・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する
・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する
・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する
＜放送での指示が可能な場合＞
放送：「児童生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に
立地している学校の場合特別支援学校版

【通常授業を行う場合の留意
点】

①安全を確保できる場所に
待機を原則とする児童生徒

・土砂災害特別警戒区域に
居住

・河川水の越流地域に居住
する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に
居住

②避難所等、待機場所から
の登校の可否については校
長が判断する

（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

災害対策本部の設置

【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、各
部主事、教務主任、生活支援部長、防災安
全部長、防災推進担当

【情報収集】
＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞
→担当：教頭、事務部長
＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞
→担当：部主事、教務主任
＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞
→担当：防災安全部長、防災推進担当
＜交通機関、道路情報＞
→担当：生活支援部長
＜スクールバス運行関係＞
→担当：事務担当

M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

M8.0以上の地震

巨大地震注意巨大地震警戒

登校

※後発地震に注意した行
動を児童生徒に周知

登校

※後発地震に注意した行動を児
童生徒に周知

登校前

通常授業
※学校内でのみ

通常授業
※学校内でのみ

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行
動を児童生徒に周知

登校（下校）

※後発地震に注意した行動を児
童生徒に周知

登校
（下校）
途中

緊
急
地
震
速
報

【受信体制】
〇受信装置（FM回線自動放送）
〇NHK等の公共放送にて受信

（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】
・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）
・シェイクアウトを徹底する
※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る
・出入口の確保を行う
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する
・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する
・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する
・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する
・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する
＜放送での指示が可能な場合＞
放送：「児童生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に
立地していない学校の場合

特別支援学校版

状況に応じて、教育長が休業を決定する場合がある。その際は、安全を確認後、保護者引き渡し又は学校
待機とする

【通常授業を行う場合の留意
点】

①安全を確保できる場所に
待機を原則とする児童生徒

・土砂災害特別警戒区域に
居住

・河川水の越流地域に居住
する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に
居住

②避難所等、待機場所から
の登校の可否については校
長が判断する
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